
議案第５号 

 

   平成２２年度狭山市一般会計補正予算（第４号） 

 

 平成２２年度狭山市一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５４，７８９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  

 ４５，７１１，１７８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算 

 補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、  

「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

２ 地 方 譲 与 税  ３６０，０００           １       ３６０，００１ 

５ 地方道路譲与税            ０          １            １ 

11 地 方 交 付 税     １，７０８，４０９ １０５，７１４ １，８１４，１２３ 

１ 地 方 交 付 税 １，７０８，４０９ １０５，７１４ １，８１４，１２３ 

15 国 庫 支 出 金  ５，２１０，５４４   △２２４，４１９     ４，９８６，１２５ 

１ 国 庫 負 担 金    ４，５１７，４２５    △１９３，３１０    ４，３２４，１１５ 

２ 国 庫 補 助 金      ６４０，７８１    △３１，１０９      ６０９，６７２ 

16 県 支 出 金  ２，１３３，１５１     △２８，７３１     ２，１０４，４２０ 

１ 県 負 担 金    １，０８８，７３８     △２８，７３１    １，０６０，００７ 

17 財 産 収 入  ５４，２６８      ６０，１５３       １１４，４２１ 

２ 財 産 売 払 収 入       ２７，４３０      ６０，１５３       ８７，５８３ 

18 寄 附 金  １，４７７       ３，８４３         ５，３２０ 

１ 寄 附 金        １，４７７       ３，８４３        ５，３２０ 

22 市 債  ４，３１０，６９０   △１７１，３５０     ４，１３９，３４０ 

１ 市 債    ４，３１０，６９０    △１７１，３５０    ４，１３９，３４０ 

歳   入   合   計   ４５，９６５，９６７ △２５４，７８９   ４５，７１１，１７８ 

 

 



 歳 出                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

２ 総 務 費 

 

    ９，５１６，２３５    １８７，９８１    ９，７０４，２１６ 

１ 総 務 管 理 費    ８，１７２，７８８    １８７，９８１    ８，３６０，７６９ 

３ 民 生 費 

 

   １５，２２２，７６６   △２５０，７７０   １４，９７１，９９６ 

２ 児 童 福 祉 費    ６，７５０，０３９   △２５０，７７０    ６，４９９，２６９ 

８ 土 木 費     ５，１５０，７２２     ３０，０００    ５，１８０，７２２ 

２ 道路橋りよう費      ９５４，２３３     ３０，０００      ９８４，２３３ 

10 教 育 費 

 

    ５，１７１，９３６   △２２２，０００    ４，９４９，９３６ 

２ 小 学 校 費    １，０９９，２０７      ５，０００    １，１０４，２０７ 

３ 中 学 校 費    １，１２４，９５０   △２３９，０００      ８８５，９５０ 

５ 社 会 教 育 費      ６９７，５９９     １２，０００      ７０９，５９９ 

歳   出   合   計   ４５，９６５，９６７   △２５４，７８９   ４５，７１１，１７８ 

 

第２表 繰越明許費                                            （単位 千円） 

款 項 事     業     名 金   額 

８ 土 木 費 ２ 道路橋りよう費 一般市道舗装改良事業       ３８，０００ 

10 教 育 費 

 

２ 小 学 校 費 小学校図書館図書購入事業        ５，０００ 

３ 中 学 校 費 中学校図書館図書購入事業        ３，０００ 

５ 社 会 教 育 費 

 

図書館備品購入事業        ９，２００ 

館内カメラ設備改修事業        ２，８００ 



第３表 地方債補正 

 変 更 

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 

 

中 学 校 校 舎 

耐 震 補 強 事 業 費 

  千円 

 

433,450 

 

 

普通貸借又

は証券発行 

4.0% 

以内 

借入先の融通条件による。

ただし、市財政の都合によ

り据置期間を短縮し、若し

くは繰上償還し、又は低利

に借換えすることができ

る。 

千円 

 

262,100 

 

 

 

 

補正前に同 

じ。 

補正前に 

同じ。 

補 正 前 に 同 

じ。 

 

 

平成２３年２月１８日提出 

 

狭山市長 仲 川 幸 成 


